
金属機械産業における労使関係
-総評・全国金属労働組合，支部の事例より

中村眞人
総評・全国金属労働組合（略称・全国金属）は，金属機械産業の労働者を組織対象とする産業別単一組織で
あり，企翻りないし事業所別に「支部」を組織している。本稿の目的は，これらの支部によって行なわれる労
働条件規制の実態と，それをささえる組合組織の運営上の特徴を明らかにすることにある。ここでは，筆者が
単独で実施した調査により，二つの支部の事例を取りあげ，上記の事柄について，職場の労働者集団が有する
社会的特質や組合史的背景などとの関連のもとに考察を加える。二つの支部とは，重電機器関連の製造企業に
組織されたＡ支部（組合員約590名），および計器類・事務機器を製造する企業に組織されたＢ支部（組合員
約630名）である。
はじめに，二つの支部が全国金属のなかに占めている位置を明らかにする。つぎに，各事例にもとづき，そ
れぞれの労使関係の実態を示す。そこでは，活発な組合活動によって強力な労働条件規制が行なわれており，
その基礎には，職場の労働者集団と支部執行部との間に密度の高い意思疎通が行なわれているという事実ｶﾐ見
出された。

時的に労働力の給付を停止すること，すなわち同
盟罷業（スト）や残業拒否などがある。こうした
実力行使こそ，労働条件についての労使間の交渉
において，労働組合がもつ交渉力の裏付けとなる
ものであり，労働組合による労働条件規制の基礎
である。ただし，実力行使は，必ずしも実行され
ることによってのみ威力を発揮するのではない。
必要とあらばいつでも実力行使を組織しうること
が，経営側に対して示されることによって，労働
組合側の交渉力の裏付けとなることもある‘，この
場合には，実力行使の潜在的な可能性それ皀体が，
威力をもっているのである。さらに，集会やデモ
行進といった大衆示威の行動は，労働組合という
集団の内部にとっては実力行使を組織しうる力を
自ら確認し意識化するものであると同時に，経
営者をはじめとする外部の者に対しては組織され
た実力行使の可能性を五感に訴えて示すものとし
て，単なる儀式をはるかに越えた実効性ある威力

Ｉ課題と対象

（１）問題の設定
本稿では，労働組合によって行なわれる労働条

件に対する規制と，それを可能にする労働組合組
織のあり方について，考察を加える。労働条件と
は，労働者による労働力の給付と，これに対して
行なわれる賃金をはじめとする反対給付との，取
引関係の状態をいう。それは，賃労働と資本との
間の関係である。具体的には，労働者と経営者と
の対抗関係のあり方は，労働条件の決定に大きな
作用を及ぼすものである。労働組合組織は，この
対抗関係のなかで行なわれる労働条件の決定に，
労働者側の利害をより強く反映させようと努める。
すなわち，労働条件に対して規制を行なおうとす
る。その際労働組合が依拠するものは，労働組
合によって組織された実力行使である。この実力
行使には，たとえば，代表的なものとしては，一
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支部の三つからなっている。この他にもいくつか
の補助組織があるが，この三つが基本とされる。
支部は事業所別に組織され，1985年１２月現在
1,076支部ある。地方本部（略称．地本）は概ね
都府県ごとに設置され，同じく35地本（二つの準
備会を含む）ある。すべての支部は，その所在地
を組織対象とする地本に属する。したがって，大
手企業が複数の都府県にまたがっていくつかの工
場をもち，その各工場に支部が組織されている場
合でも，それらの支部は企業単位でまとまって一
地本に所属するのではなく，必ず各支部こ､とに，
その所在地の地本に属することになる。
以上のように，全国金属は，産業別単一組織と
いう組織形態と，中央本部・地方本部・支部とい
う三段階からなる組織構成をもつ。これが強力な
産業別機能の制度的な面での基礎となっている。
他方で，全国金属は民間部門の単産であり，か
つ1,000をこえる企業に諸支部が散っている。そ
れゆえ，組合員の労働条件は，各支部ごとに，支
部と経営者との交渉ないし協議を通じて決定され
ることが原則となる。しかも，全国金属の組織対
象とする金属機械産業およびその関連産業は極め
て外延が広く，そのため業種別の多様性が高い。
また，企業規模も，支部別組合員数10名以下の支
部から3,000名以上の支部に至るまであることか
らもうかがえる通り，広い範囲にわたっている。
さらに地本の所在する都府県は広きにわたるため
地方差力:大きい。それだけに，組合員の労働条件
力３，支部の組織されている企業・事業所での労使
の力関係と，業況を始めとした各企業の事情とに，
左右される度合は大きい。ここに，全国金属の運
動における支部組織のもつ組合機能の重要性が見
出される。
しかし，全国金属の産業別機能が組合員の労働

条件の決定に及ぼす力は，到底，支部の機能の寄
せ集めとしては片付けられない。たとえば，賃金

をもつものである。
本稿では，総評・全国金属労働組合（略称・全

国金属）における事業所（工場を含む）別の組織
である「支部」の事例を取りあげ，強力な労働条
件規制の実態と，それを支える組合組織の運営上
の特徴を明らかにする。そこで，全国金属の支部
の機能に焦点を合わせる。ここで取りあげるのは，
全国金属の「中堅支部」として位置づけられるＡ
支部（組合員約590名），およびB支部(同約630
名）の，二つの事例である。Ａ支部は，重電機器
関連の製造企業（従業員約1,100名）の本社と本
社工場（従業員あわせて約700名）にはたらく労
働者を組織している。Ｂ支部は，計器類と事務機
器を製造している企業（従業員約730名）の労働
者を組織する。以下，これら二事例が，全国的な
産業別単一組織である全国金属のなかで，どのよ
うな位置にあるかについて，示しておく(')。

（２）産業別組織と支部組織の機能
はじめに，全国金属の産業別組織としての機能

と，個別の支部における組合組織の機能，この両
者の関連が明らかにされなければならない。全国
金属の産業別機能の詳しい内実を解明することは，
本稿の課題の外にあるから，ここでは簡単に輪郭
を示すにとどめる(2)。全国金属の組織形態は，産
業別単一組織である。すなわち，事業所別あるい
は企業別に単位組合が組織されて産業別組織がそ
れらの連合体としてあるのではない。また，全国
的なひろがりをもつ一企業の労働者を組織してい
るのでもない。全国のさまざまな企業・事業所で
働いている労働者が,直接全国金属という産業
別組織に加盟する，という形式をとっている。そ
して，各企業で働く組合員は，事業所別に組織さ
れた支部に所属する。したがって，規約上は，個
人加盟による全国的な単一組織である。
全国金属の組織構成は，中央本部，地方本部，

１

Ｉ

-１５-

-ＪＩｌｌｌＩＩＪｌ



〈。大手支部以外でこの主要支部に含まれるもの
は，中堅支部に属していると見て間違いなかろう。
Ａ支部,B支部は，両者とも，大手支部には含ま
れないが，主要支部である(4)。
産業別機能の根幹にかかわる本質は，強い部分，

有利な条件のある部分が，弱い部分，不利な条件
下にある部分の労働者を援助することにあると言
えよう。これは，具体的には，たとえば大手支部
中堅支部が中小支部の闘争を支援するといった形
で現われる。そのなかでも，非常に概略化して言
うなら，組織人員の多い大手支部は財政面での寄
与が相対的に大きく，他方，中堅支部は「まとま
りがよく」，「小まわりが効く」ことから，諸々
の活動の面で中心的な役割を担うと言ってよいだ
ろう。
さらに,A支部,B支部とも，全国金属の中央，

および所属する地本に，役員・委員を送り出して
いる。また，ある程度以上の規模の地本では，そ
の下に地区協議会という補助組織をもつ。大規模
の地本であると，地区協議会の下にいくつかのブ
ロックを置く。Ａ支部とＢ支部は同一の地区協議
会に属し，別のブロックに属している。地区協議
会ではいずれも運営の中心になっている。・また両
支部はそれぞれのブロックで拠点的な位置を占め，
地域の諸支部のみならず，地区労を舞台とした地
域労働運動のなかでも重要な役割を果たしている(5％
最後に,A･B両支部における，労働者の属性
について，その共通性を指摘しておく。組合員数
が上述の通り６００名前後とほぼ同規模であるほか，
従業員数もＡ社の本社および本社工場で約700名，
Ｂ社で約730名と近似している。さらに，従業員
の平均勤続年数は,A社全体で17.6年,B社17.9
年とほぼ同じである。また組合員の女子比率は，
Ａ支部,B支部とも約10%内外となっている。そ
して男子労働者に関しては，少なくとも近年は，
新規に学業を終えて入社し定年まで勤務するのが

をはじめとする労働条件を向上させるための運動
について，全国金属が組織する産業別統一闘争を
考慮に入れることなしには，十分に理解すること
ができない。また，組織問題への対応，争議指導，
業種別の労働組合間の共闘と調整，教育宣伝，調
査といった産業別組織としての機能は高い。さらに，
産業別単一組織であるゆえに，支部が行なう団体
交渉に，地本や中央本部の役員が正規の当事者と
して出席することがある。しかし,交渉，協議,また
時には闘争の，相手方の当事者か，第一には個別
企業・事業所の経営者であることから見ても，また
産業別統一闘争においても個別の支部による闘争
が最終的には労働条件を決することから見ても，
各支部組織の機能か全国金属の運動にとって基礎
的な重要性をもっていることか判るだろう(3)。

（３）「中堅支部」の位置と役割
次に，本稿で取りあげられるＡ支部とＢ支部が，
1,100近くある支部のなかで，どのような位置を
占めているかを明らかにしておこう。全国金属で
は，慣習として，支部を大手，中堅，中小の三つ
に分類することがある。大手支部とは概ね組合員
数が1,000名以上の支部である。そのほとんどに，
これに準ずる支部１つを加えて，大手24支部とし
ている。これらによる「大手支部会議」は定期的
に開催される。大手以外はいずれも中堅か中小と
いうことになるが，この二種の間には，明確な区
分はない。それらのうちで比較的に組合員数も多
く，組織の活動力もある支部が，中堅支部と呼び
ならわされている。
他方，全国全属には「主要支部」という分類が
ある。これらは全国金属の運動を中核的に担う部
分といえよう。1986年８月現在で175支部を数え
る。組合員数の規模は多様で，100名に満たない
ものから，大手支部すべてまでを含む。これらが，
春闘秋闘などの闘争時に「主要支部会議」を開
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標準的だと見ることができる点でも，両者は共通
している。

特殊機器の三種類である。この三種は受注牛産で
ある。
ここで,A支部組合員の基礎的な属性を見てお
こう。まず，現業と非現業の割合は，組合員数で
はおおよそ半々と見られている。非現業の割合が
高いのは，主に，本社が組織対象に含まれている
ために本社機能の担い手である管理，営業研究
開発などの部門の労働者が多いからである。現業
部門の職種構成を見ると，作業の内容から大きく
は組立・配線を行なう部分と，検査工とに分けら
れる｡この他機械工なども存在するが，数の上
では多くない。組立・配線を行なう労働者は，更
に，部品の組みつけと配線を行なう者と，「設計
変更」に対応して細部の手直しを行なう者とに分
けられ，数の上では前者の方が多い。
本社工場に配置されている事業部門は，電源装
置,溶接機特殊機器という三つの製品にかかわ
るものであることを既に述べた。これらのうち電
源装置については，組立・配線の諸工程をもＡ社
内で行なっているのに対して，溶接機と特殊機器
については，機構部の大部分を外注によっており，
それらの組立と検査がＡ社内で行なわれている。
したがって後二者は最終工程のみがＡ社内に配置
されており，その工程を担う労働者は大部分が検
査工である(7)b
組合員の学歴構成を見よう。「連帯会議」を構

成する三組織の合計による統計のみ入手可能だっ
たので，これによると，中学・高校卒が77％，短
大・高専卒が４％，大学卒が19％となっている。
Ａ支部の現業部門に関しては，工業高校，なかん
ずく電気科出身が多いと言われる(8)。
平均年齢と平均勤続年数は，全社従業員につい

ては38.5歳17.6年，三組織の組合員については
37.1歳，１６．５年となっている。学業をおえて新規
に入社し，定年まで勤める者の比率は，現在，男
子について見ると非常に高い。また，女子組合員

Ⅱ活発な職場活動と，強力な労働条
件規制 - A 支部の事例より

（１）会社と組合組織の骨格
Ａ社は，電源装置を始めとする電気機器，合成

樹脂塗料，半導体その他を製造，販売する資本金
約21億円，従業員約1,100名の会社である。全国
金属の支部が組織されている本社および本社工場
のほか,C工場（従業員約300名),D工場（約
１００名）を有する。Ｃ工場には純中立の労働組合
が組織され,D工場は合成樹脂塗料の製造工場で
あることから合化労連・化学一般の分会がある。
これら二組織と，全国金属Ａ支部との三者によっ
て，「連帯会議」の名で協議体が組織されている。
規約上の決定権はない力；ここで承認された事項
は三者の各々でも承認されてきている。本社およ
び本社工場には労使協議制はないが，他の二工場
にはあり，これは本社・本社工場の組合組織(A
支部）の役員が連帯会議を通じて出席できる。ま
た春闘などの場合，団体交渉は三組織一本で行な
われ，ストも同時に行なわれる。「程度の差は少
しはあるが運動の進め方は三組織とも同じである。
やはり（全国金属Ａ支部が）本社の組合だという
ことから影響力があるのだろうか。」と言われる。
Ａ支部役員は，頻繁に他の二工場におもむいてい
るという(6)。
Ａ社の事業について見よう。製造品目のうち主

力は，通信・情報機器むけの電源装置であり，売
上高の46％（1985年度）を占める。次に塗料19％，
半導体15%と続いている｡この他電気溶接機
ミニチュアベアリング，および静電印刷機など特
殊機器が製造されている。これらのうち本社工場
の製造品目は，電源装置の大部分，電気溶接機，
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代議員会を構成するのが，１０名に１名の割合で選
出される代議員である。その任務は,A支部の規
約によれば，「職場の意見を代表」することにあ
る。各ブロックごとに，代議員のなかから･ブロッ
ク代表を１名選出し，職場の組合業務と職場の組
合員の統轄にあたらしめることになっている。Ａ
支部において職場の組合活動の推進者となるのは，
これら各職場の代議員と，その職場出身の執行委
員である。
職場活動の中心は，職場討議である。Ａ支部に
おける職場討議の頻度は，労働組合一般のなかで
も極めて高い部類に属すると判断できる。いま，
『1986年度・定期大会議案書』の「1985年度活動
経過報告」，支部役員からの聞きとり，職場労働
者からの聞きとり，という三つの資料から推計す
れば，年間で平均すると週に２，３回は職場討議
が行なわれている。当然，春闘をはじめとする闘
争時には開催の頻度が高いが，しかし闘争時だけ
でなく年間ほぼ恒常的に開催されている。主とし
て昼休みの昼食後に，各職場において行なわれる
ことが多い。議題は，春闘秋闘夏期および年
末の一時金闘争に関する事柄のほか，会社組織の
変更などそのつど問題になっている事柄，．また各
職場に固有の問題などである。執行部の言によれ
ば，「すべて下から上にあげる方式をとっている。
問題がおこれば執行部は必ず代議員会に提起し，
代議員が各職場に持ちかえって職場討議にかけるＪ
という。職場労働者は，「うちの組合では，上で
決めて下におろすだけ，といったやり方はやって
いない。」と言い，職場討議を介して組織末端か
らの自発性をそだてていこうとする組織運営がな
されていることを強調している（電源装置組立職
場配線工 ) ｡
職場討議における発言者の状況については次の
ようである。
「発言は，大体，全員がする。ひとりずつ意見

のみ取り出して，その平均勤続を見ると，三組織
で14.0年と比較的長い。これはパートタイム労働
者の本工化や，女性の権利拡大の運動をすすめた
ことによると見られる。

（２）組織運営の特徴一職場活動と執行部
Ａ支部の連動の特徴は，職場を基礎とした組合

活動によって，労働条件に対する規制を強力に行
なっていくところにある。職場ごとの労働者集団
を，頻繁に行なわれる職場討議や，職場活動の積
極的担い手による苦情処理世話役活動などを通
して，支部としての組合活動に結びつけていく，
という構図を描くことができる。こうした支部内
活動の土台の上に，産業別と地域における活動の
ほか，争議組合や争議団の支援，また「反戦・反
核・反安保」をはじめとした政治的課題への大衆
的な取りくみが展開されている。
したがって，職場における組合活動は,A支部

の活動のあり方を基本的に規定するものとなって
いる。Ａ支部の末端的な組織単位，職場における
組合組織は，「ブロック」と呼ばれる。一つのブ
ロックは20～30名，平均すると26～27名ほどの組
合員からなる。概ね，会社組織の課ごとに設置さ
れているｶﾈ大きな課では係単位で，また小規模
の課ではいくつかをまとめて，一ブロックとして
いる。こうしたブロックの規模とくくり方の基準
は，職場討議を行ないやすいようにすること，お
よび日常の仕事の単位と重なるようにすることに
ある。それゆえ，組合活動の末端組織は，日常の
労働生活を共有する職場の労働者集団ごとに設置
され，その集団内の意思をとりまとめる役割を担
うべく，組織上の配慮がなされていると言えよう。
ここに労働者の職場生活の単位と組合活動の単位
との重なり合いが見られる。
Ａ支部の決議機関は，①全員による大会，②代

議員会，③執行委員会の三つからなる。このうち
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を聞いていく，ということもする。皆に話して
もらうようにやっていると思う。ただし，対立
した意見が出て議論になると，話す人は決まっ
てくる。」（電源装置組立職場の例）
以上から,A支部における職場討議は，執行部

による決定の上意下達をはかるものではなく，ま
た執行部案を下部に対して示し説得する，といっ
たものでもないことがうかがえる。むしろ，職場
の組合員による自発的な主導性を，職場討議を中
心に据えた職場活動を通じて喚起していこうとす
る組織運営の方向性か見られる。
しかし，こうした職場からの自発性は，執行部

にとっては両刃の剣である。それは支部組織とし
て活発な組合活動を基礎に経営側と対抗していく
ためには積極的に作用するものだが，同時に，支
部組織全体の利害や意思が，いくつかの個別の職
場がもつ利害や意思と一致しない場合，執行部に
よる組織統合は，他ならぬ職場からの自発性によ
って危ぐされる。執行部の指導性と，職場からの
自発性との間の緊張関係は，専従制をめぐる役員
のあり方と，執行部の運動思想のなかに現われて
いる。これについて見よう。
Ａ支部ほどの規模をもつ組織の場合，通例，何
らかの形で組合専従の役員を置くことが多い。し
かしＡ支部には専従制がない。専従者として役職
につくと，最低２年くらいは職場を離れることに
なる。Ａ支部では，このことによって役員が職場
労働者としての感覚を失うことを避けるために，
あえて専従役員を置いていない，という。全国金
属の場合，書記長が実質的な面で組合運営の中心
となることが多い。Ａ支部の謡日長の例では，高
校卒業後入社して以来，２０数年間にわたって組合
業務を担ってきたが，現在も職場で労働にたずさ
わりつつ書記長の任にある。組合業務が繁忙でな
い時には，職場の業務と組合業務との割合が時間
にして８対２ほど，年間で平均すると５対５ほど

だという。Ａ支部の執行部には，「役員は職場を
離れないようにすべきだ。」との考えが強くある。
このことは，次のように語られる運動思想と結び
ついている。
「他の組合との交流の際などに，なぜこの支部
でこれほど活発な活動が行なわれるのか，と尋
ねられることがある。それは，役員か職場の労働
者を信頼することにあると思う。一定の幅の間で，
おたがいに，右に揺れたり左に揺れたりするから，
職場から『ダラ幹だ。』と言われることもある。
しかし労働者をだいじにする，労働者を信頼す
る，という一線だけは守っているから，職場の
労働者に裏切られたとは決して思わない。」
以上から，労働生活を共有する職場の労働者集

団のなかから組合活動に対する自発性を喚びおこ
し，これを一定の緊張関係をはらみつつ支部組織
全体の運動へと統合して，労使関係の一方の当事
者として経営側と対抗していく，という,A支部
の組織運営の基本的な方向性をうかがい知ること
ができる。
ここでＡ社の本社および本社工場における労使

関係のあり方を見ておこう。労使の意思疎通を目
的とした制度は，団体交渉のみであり，労使協議
制はない。また各ブロックは，職場ごとの交渉権
を持っており，労働環境をはじめとする諸要求の
ほか，要員について職場ごとに「××係に１名の
人員補充をすること。」「××課に新規採用者を
補充すること。」といった形で要求が出される(9k
支部と経営側との団体交渉の際には，５０人ほどの
組合員が傍聴者として部屋に入り，支部役員と会
社役員とが対時する背後に並ぶという。
Ａ支部の執行部は，労使協議制そのものに対し

て否定的な考えを持っている。また，生産計画を
はじめとする経営問題に支部として関与していく
ことについても，否定的な考え方のほうが強いよ
うに思われる。「経営については全責任を会社ｶヌ

’

’

ｌ
Ｐ

ｌ
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卜を実施（85年度の例では３波6.5時間）してい
る。
以上のスト実績に代表される,A支部による実
力行使は，どの程度，労働条件のあり方に結びつ
いているのだろうか。ここでは，８１年から85年ま
での５年間について,A社と同業のＥ社,F社と
の労働分配率の比較を行なってみよう（表-１）。

負うべきだ。支部が経営に関与すればそれだけの
責任を負わされるし，また労使協調につながる。
（支部の）幹部がそれにかかわると，そればかり
に一生懸命になって現場を忘れるおそれがある。
これは，この支部の幹部が持っている伝統的な考
え方だ。」という。ただし，運動方針のなかに，
支部内活動を進める際の力点の一つとして，「経
営に対し，無責任経営と合理化攻撃を許さぬ立場
から，監視の姿勢を持っていく。」（1986年度運
動方針）とある。ここに，労使の対抗関係を飽く
まで維持しながら，諸問題に対処していこうとす
る姿勢がうかがえる。

表-１．労働分配率などの同業種三社間における
比較（最近５ケ年）

A社

（３）労働条件規制の実態
一スト，賃金と職場の社会関係

Ａ支部による労働条件規制について，その実態
の一端を明らかにするために，まず賃金闘争をと
りあげる。Ａ支部の賃金闘争に関して何より特徴
的なのは，スト実施率の高さである。過去の春闘
におけるスト実績を見ると，1976年より86年まで
の11年間の平均で１４５時間にのぼる。このうち７６
年，７７年は，経常利益が赤字を示し，７８年以後は
黒字で順調に業績をのばしている。毎年のスト実
績は，会社の業績の変化とはかかわりなく，この
11年間，１塒間から18.5時間までの間で変化して
いるにすぎない。ここ３年間では，８４年４波11時
間，８５年６波16.5時間，８６年８波13.5時間となっ
ている。これらのうちには半日ストも含まれる。
時限ストの実際は次の通りである。
「朝１時間ストをやる。午後３時から団交をや
り，回答に不満だと３時30分から三工場一斉に
スト突入｡紳士協定がないから，１分前，１秒前
でもスト通告をすればストに入る。」
こうして86年春闘では，賃上げについては，第
１次回答9,757円から第６次回答13,562円までを
引き出して終結した。また年末一時金闘争でもス

Ｅ社

Ｆ社

出所日本経済新聞社『会社レコード』1986年
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注１．「人件費」は，製造原価に占める労務費と，
販売費，管理費のうちの役員報酬・給料手当・
退聯合与引当金繰入額・退職金・賞与引当金
繰入額・福利厚生費などの総計である。

注2．付加価値額＝利払後事業利益十人件費・労
務費十賃借料十租税公課十支払特許料十減価
償却費十純金利負担
利払後事業利益＝営業利益十受取利息十受
取配当金一支払利息割引料
（以上の算式は『会社レコード』記載のもQ)

注‘労働分配率=付余総額×｣｡。
（この値については，筆者が算出した。）

とし15歳を超える年齢１歳につき5,686円_|，勤
続給は１年につき1,000円とし10年以上は10,000
円で固定」となっている。資格給とは学歴によっ
て配分が決まるもので，中学卒が1,000円，大学
卒が15,000円など，各級学校の正規の修業年限１
年につき2,000円ずつ高くなるように７段階で設
定されている。
さらに注目されるべきこととして，考課査定が，

賃上げ，一時金，いずれについても行なわれない。
以上のように,A社の賃金体系は年齢とともに自
動的に昇給する部分が基準内賃金の大部分を占め
るという意味で，年齢給的性格が極めて強いと言
えよう。中途採用者は数の上で例外に属し，しか
も入社して３年以内に，同年齢の学校卒業後直入
者と同一の昇給ライン上に乗るようになっている。
したかって,同一学歴で,同一年齢同一勤続な
らば，基本給の額は同じである。そして上述のよ
うに基本給が基準内賃金の94％を占める。
以上から,A社における賃金配分では，労働者

の「能力」，「能率」といった事柄についての他
律的な評価に従って個々人の賃金額が決まるので
はなく，年齢を主な要素とする個々人の属性に従
って賃金額が決まるようになっている。ここに属
性本位の平等主義という原則が見出される。
Ａ支部では，７３年春闘以来，「成績査定撤廃の

闘い｣か進められ,現行の賃金体系は82年に組合要
求による新賃金体系として実施に移されたもので
ある。この査定撤廃闘争に関して注目すべきこと
は次の二点である。第一に，７３年春闘の過程で，
組合要求により会社側が査定の評価基準を示して
以降，個別の職場において，個々人に対する評価
の違いについて納得できる根拠を示すよう，査定
を直接に行なう「職場の上司」に要求する追求行
動がまきおこり，ここからこの闘争が発展したこ
とである｡第二に，７４年２月に査定撤廃へむけて
闘争に取りくむ際四点の確認事項として;⑥現

’

’ Ａ社では労働分配率は５ケ年を平均すると69.8
％であり，この間62.6％から74.8％までの間で推
移している。比較対象とするＥ社(従業員約1,400
名）およびＦ社（従業員約1,700名）は，いずれ
も半導体と，電源装置をはじめとする電気機器を
製造している。二社とも労働組合が組織されてお
り,E社の組合組織は全国金属の支部となってい
る。これら全国金属Ａ支部,E支部，およびＦ労
働組合の，三者の間で，業種別共闘のための協議
体が組織されている。労働分配率を見ると,E社
の場合，５ケ年平均は62.8％，変化の幅は57.3％
から66.7%,F社の場合では５ケ年平均が61.0%,
変化の幅が47.1％から71.1％である。三社とも，
労働分配率は製造業一般の常識的な平均値より高
い値を示している。しかしＡ社における値の高さ
は条件の近似した他二者のそれを大きく上まわっ
ており，十分に意義のある値と見ることができる。
次に，賃金体系を手がかりにして,A社におけ
る賃金配分のなされ方を見よう。基準内賃金は，
基本給（94％）と諸手当（６％）からなる。さら
に基本給は，「一律給および年齢給」,勵続約，
「資格給」の，三要素によって構成される。一律
給は，全員一律に92,000円，年齢給は「15歳を０

’

’
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管理職）といった性質のものとなる。また作業の
性格のゆえに，ローテーションは行なわれないの
が普通である。さらに，最初の技能習得期間を過
ぎたあとでも個人ごとに「腕の良し悪しの差」は
あるが，しかしそれはむしろ「その人にそなわっ
たもの」，あるいは「資質」であり，「経験年数
の差に対応するものではない」という（溶接機検
査職場の例）。
第二に，技能序列のあり方と密接にかかわるこ
ととして，現場監督者である係長の，作業集団と
の関係に注目すべき点がある。いま，電源装置の
組立・配線を行なう職場の例を挙げれば，各係長
は20名前後の労働者を統轄し，その下に二つほど
の班がある。作業に直接かかわる係長の職務は，
計画課から回ってくる「工程表」に応じて人員に
作業の割りふりを行なうこと，作業の進捌犬況を
見て労働者に作業の進行をうながすこと，‘この二
つである。そして後者は，この職場では工数管理
がコンピュータを用いて行なわれているため，コ
ンピュータの出力結果を労働者に知らせる‘という
形をとる。以上から，代表的な作業現場において
も，現場監督者は，経験により獲得した技能の高
さにより作業集団の頂点に立って属人的な権威に
よって指揮・命令する，といった役割を与．えられ
ておらず，職場内における分業の調整者としての
性格が強いと言える。
以上の二点からうかがえるように，職場の労働

者集団の社会関係では，経験や技能を軸とした上
司と部下との紐帯は強いとは言えない。また，昇
進意欲は高くない。「係長手当が3,000円と低い
こともあって，職制としての意識が強くない。」
という。さらに，高校卒業者の場合，４０歳代で係
長より一段階上の課長代理になるかどうかが企業
内経歴の分岐点となっている。このように職制序
列にそった関係が強力ではないのに対して，職場の
労働者の相互扶助的な関係は発達している。高利

行査定幅の縮小」，「④男女差別の撤廃」のほか，
「③部課長の主観的判断による査定の是正」と並
んで，「②（組合の組織対象の範囲内である）係
長の査定権の撤廃」が挙げられていたことである。
これは，いわゆる職制組合員である係長が，職場
の作業集団のなかで；査定権を通じて職制としての
支配の機能を発揮することに反対するという意味
をもつ。ただし、オープン・ショップ制をとってお
り，この時点の組織率が80％前後だった-した
がって係長に非組合員が多かった可能性がある-
ことを考慮に入れる必要もあるが。いずれにせよ，
以上の二点から,A支部が要求し獲得した現行の
賃金体系は，配分される賃金額の多寡を利用した
「能力」主義的な選別と分断を排し，また一方的
に成績評価を行なう権限を通じた職制支配の強化
を規制する，という方向性をもつことがうかがえ
る。これに対して，年齢給的色彩の極めて強い賃
金体系をもつことは，職場の労働者集団が有する
平等主義的志向を守り育てることにつながる００．
以上,A支部による労働条件規制のもつ性格を，

賃金闘争に焦点をあわせることを通じて描いてみ
た。ここではさらに，こうした労働条件規制を可
能にする条件について二つの事柄を指摘しておく。
第一に，技能序列が平準的であることである。
Ａ社の本社工場で最も大きな部分を占める電源装
置の製造職場に働く労働者の技能習得に要する年
数について聞きとりを行なった結果を総合すると，
「入社して仕事をおぼえ，一人前になるために要
する年数」は，組立・配線作業の場合，約３年，
設計変更への対応など配線の手直しをする作業の
場合，約５年，検査機器を用いた製品の中間・最
終検査の場合，約５年，であった。電気溶接機の
検査作業の場合は約５年だった。この期間を経て
以降の技能の向上は「一生の勉強」であり，「電
話帳数冊分以上もある作業マニュアルを，忘れた
箇所について覚える」（電源装置組立職場出身の
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貸からの借金が返済困難になる（いわゆる「サラ
リーマン金融」問題）など，個人の生活上の問題
が発生した場合には，「まず仲間一仕事の仲間
か，同期入社の仲間一に話をする。すると仲間
から組合に話がくる。職制にはほとんど相談に行
かない。」（支部役員）という。支部の世話役活
動が，こうした労働者集団の相互扶助に重なり合
う形で機能していることがうかがえる。
最後に,A支部のこのような運動路線か形成さ

れてきた組合史的背景に簡単に触れておこう。Ａ
支部は，1960年に組織分裂を経験し，６５年まで少
数派として第二組合と並存していた。６３年夏の役
員改選の際にそれまでの支部執行部に対し批判的
だった青年婦人部役員が新たに支部執行部の主導
権を握った。他方，第二組合では，組合員の過半
数を占めるに至っていた青年婦人部が，他社より
低い労働条件に起因する大量の青年労働者の退職
といった事態を背景として，第二組合執行部との
対立を深めつつあった。この時期，支部と第二組
合との青年婦人部が「顔合せ会」の名で対談を行
なったのをはじめとして，両組織の青年労働者の
間で交流が行なわれている。そして64年春闘にお
いて，第二組合青年婦人部により自主加盟の大衆
組織「青年行動隊」が結成され，第二組合の闘争
委員会の主導権を握ってストを実現するに至った。
こうした流れの上に，６５年，組織統一が果たされ
た。ただし，この時，全国金属から脱退し，のち
76年に再加盟する。この間，ストにともなうピケ
ッティングに対して機動隊を導入されるなど，果
敢な連動展開と対抗的な労使関係を経験するほか，
王子野戦病院開設反対闘争に組織として参加する
ことをはじめとして政治的課題にも取りくんでい
る。
現在に至る運動路線の形成と変化の過程は，経
営側の労務政策の性格とその変化とともに，労使
関係のあり方の変遷についての考察の上に詳しく

明らかにされなければならない。しかし，上述の
ような組合史的背景が，今日のＡ支部における運
動のあり方を少なからず規定していることは確か
である。

Ⅲ経営監視による，労働条件規制と
雇用確保 - B 支部の事例から’１

１
（１）会社と支部組織の概要
Ｂ社は資本金５億円，従業員約730名である。

製造品目と，それらの売上高の比率は，航空機用
の計器類47.2％，印刷機や複写機など事務用機器
40.3％，工業用計測器12.5%となっている。航空
計器は受注生産，他の二種類は市場むけの見込生
産が行なわれている。個々の製造品目の種類はき
わめて多岐にわたり，特に航空計器と工業用計測
器は典型的な多品種少量生産，ないし単品生産に
よっている。現業部門の職種を大きく分ければ，
精密機器の組立にたずさわる部分が最も大きく，
また高い精度と信頼性を要求される品種を製造し
ているために検査を行なう部分も小さくない。こ
のほか，精密機械加工によって部品を内製する部
分などがある。いずれも比較的に高度の熟練を要
する。製造される品種が多様であり，工程もそれ
ぞれ異なるから，末端の作業単位の規模も多様だ
が，しかし10名をこえることはない。機械加工は
単独で作業を行なう。こうした末端の小さな作業
単位が係として括られている。係長が，冠婚葬祭
をはじめとして部下の面倒を見るという世話役の
仕事は，「かなりある｣と見ら才Ｋいる。組立の職場
では，机を囲んで一緒に作業をする４～５名の集
団が，工場全体の休憩時間以外でも，係長ないし
班長の判断でその場を離れて小休止する，といっ
たこともある。末端の作業集団は，こうした意味
での自律性をかなり持っていると言えよう。
Ｂ支部の組合員数は６１５名（うち女子60名）で
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表-２.B社の業績（最近10ケ年）ある。学歴別構成比率を見ると,中学･高校卒78.0
鐙短大・高専卒3.1％，大学卒18.9％となって
いる。平均年齢36.4歳，平均勤続16.1年である。
高度成長の初期には中途採用者は多く，また一時，
不況期に新規採用を停止したこともあったため，
年齢別の構成は均等ではない。しかし近年につい
て見れば，学校卒業後に入社して定年まで勤続す
るという経歴のあり方が標準的だと見てよいだろ
300。

（２）労使関係と経営監視の実際
Ｂ社における労使間の意思疎通を目的とした公

式の機関は，団体交渉と労使協議会である。両者
の位置づけは，労使協議は労使の利害の一致する
事柄について平和交渉として行ない，団体交渉は
利害の相反する事柄について行なうことを原則と
している。実際には，労使協議を重ねても合意に
至らない場合，支部が闘争宣言を発して争議状態
に移行し，それ以降，団体交渉を行なうようにな
っている。労使協議は，定例労使協議会が一ケ月
に一回行なわれ，それ以外に臨時労使協議会が行
なわれる。春闘も，労使協議会における要求提出
から労使間のやりとりが始まる。
Ｂ社の労使関係のあり方と,B支部の運動路線

の現状について考察するためには,B社の経営状
況について理解しておく必要がある。いま，７５年
から84年までの10年間について,B社の税引利益
の推移を見ると，７８年，８１年，８４年と３年ごとに
赤字となっていることがわかる（表-２）。これら
は，いつ人員削減を含む合理化が行なわれても不
思議ではない経営状況を示している。こうしたな
かで,B支部では，経営監視と経営責任追及を通
じた企業再建によって，雇用と労働条件を守ると
いう方向で運動が進められている。日常的に支部
が会社の経営状況を把握し，経営側が人員削減や
労働条件の大幅な切り下げを行なおうとするのを

出所日本経済新聞社『会社総鑑』（未上場会社版）
該当年度。

事前に察知して対応しようとするものである。
その主要な場は，定例労使協議会である，この

なかで，月ごとの生産・売上げについて計画と達
成実績が示されるほか，人員配分，時間外労働な
ど，経営と労働条件にかかわる事柄の全般につい
て，経営側からの資料･情報の提示と労使間の協議
が行なわれる。支部が提示を求めた資料･情報が提
示されないことは無いという。計画が未達成の場合
には，支部の側から，「これだけの人材と設備があ
るのに，なぜ使えないのか｡」という追及がなされる。
経営監視に支部として取りくんでいくために，

76年，「経営監視専門懇談会」の常設が機関決定
されている。これは，係長クラスの組合員に匿名
で経営問題について問題提起をもとめるものだっ
た。しかし，「経営批判は言い出しにくい」こと，
組合員といえども会社内での人間関係に配慮をせ
ざるをえないことから，必ずしも有効には機能し
なかった。現在は，職場ごとの問題については，
各職場に散在している執行委員が集約して来て，
労使協議の場で提起するという方法がとられてい
る。

-２４-

決 算 期 売 上 高 税 引 利 益
年

１９７５
１９７６
１９７７
１９７８
１９７９
１９８０
１９８１
１９８２
１９８３
１９８４

千 円 二 網
4,167,381４８，６６５
８，９８３，２２０４０，８１８
９，６１０，１０２５４，３７３
１１，０１５，３３６今３２７，９９３
１１，７２２，７２３２１１，５９９
１１，４２７，１４４２４，４４７
１１，１２６，０９３▲１５，４３７
１１，７５２，０８８５，９１１
１２，０５１，２７１１，３７３
１３，０５６，２８３▲３７，５１３
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（３）労働条件規制と雇用問題への取りくみ
Ｂ支部による運動の実態を見るために，労働条

件に対する規制と，経営危機による雇用問題への
対応とについて検討しよう。
春闘における賃上げ額を82年から86年までの５

年間について見ると，平均で約13,100円，賃上げ
率の５ケ年平均は６．４％である。８６年春闘だけに
ついて見ると，14,251円，6.51％となっており，
全国金属の全体のうち支部組合員規模500～999
人の88支部平均妥結額9,932円を大きく上まわっ
ている。さらに，航空事業に関連する機体メーカ
ー，航空機用機器メーカー，機材供給者，地上勤

務者などの組合12組織で結成されている業種別協
議体のなかでも，最高水準の賃上げを達成してい
る。
春闘時のストは，７０年代前半には30時間から４０
時間に及んで行なわれていたが，日本経済の低成
長への移行後，経営危機への対応をいよいよ深刻
に迫られるに及び，ここ数年は実施されていない。
それでも78年に連日のべ19時間のスト，８１年にも
ストが行なわれている。年間所定内労働時間は
1,938.5時間で,一貫して短縮している。労働環境
は，支部委員長が労働基準局労災防止指導員に任
じられており，良好とみてよい。
経営危機による雇用問題への対応の例として，
ここで78年から81年にわたる４年間の動きを追っ
てみよう。Ｂ社では，７８年３月決算において税引
利益にして３億３千万円に及ぶ欠損が生じている。
このような状況下で,B支部は,78年春闘の準備
段階で雇用問題の発生は必至という判断を下した。
経営側は，常用の正規従業員に対する個別の退職
勧奨（いわゆる「肩たたき」），嘱託，パートタ
イマーの解雇によって，150名ほどの規模の雇用
削減を検討していたという。これに対して支部は
春闘の闘争方針のなかに「人員整理は認めないＪ
との一項目を掲げた。さらに，要求提出の際，菫

大な労使紛争への発展を警告する含意をもつ別紙
の文書を経営側に提示している。
７８年春闘は，こうして，全国金属の産業別統一

闘争の日程における要求提出日３月13日から，５
月19日の調印に至るまで，４時間ストを含む12波
19時間のスト実施をともなって行なわれた。その
過程で経営側から「これ以上，上積みを要求する
なら，人員整理を行なわざるを得ない。」という
意味の文書が支部に対して示されていることから
も，この春闘の争点の一つが雇用問題にあったこ
とがうかがえる。
その結果，経営側は，役員人事を含む機構改革，

生産，販売，財務，人事などに関する企業再建の
ための施策を11項目にわたって提示し，さらに杯
首尾の場合は当然責任をとる強い決意と覚悟」を
文書により表明することとなった。これに対して，
労働条件については，８０年までの３ケ年に関して
協定が締結されている。いま，７９年度と80年度の
昇給額について記せば，私鉄大手13社の平均昇給
率と航空機体メーカー４社の平均昇給率との算術
平均を適用することとなっている02。ただし，実
際の運用では，構造不況業種である造船部門をか
かえる航空機体メーカー２社の昇給率を算定の基
準から除外させるといった対応によって，昇給率
は協定よりも高くされた。しかし，７８年から80年
までの３年間賃上げはそれぞれ8,775円，10,077
円，12,064円，また一時金は年間３ケ月分ないし
４ケ月分という,B支部としては低い水準となっ
た。
この３ヶ年についての協定が終了した81年の春

闘は，ふたたび赤字決算必至の状況下から開始さ
れた。事実，８１年３月の決算における税引利益は
1,541万円の損失を示している。この春闘のなか
で,B支部は，三年間，経営側の再建施策のもと
で低い労働条件に同意してきたにもかかわらず，
経営再建がなされなかったことから，労働条件引
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きあげの闘争とともに，会社役員に対して経営責
任の追及を行なっている。各役員に対して，個別
の経営責任追及も行なわれた。スト実施を含んで
五月にまで及んだ闘争のなかで，計７回の回答提
示がなされ，賃上げ15,115円，一時金年間５ケ月
で決着した。そののち，社長をはじめとする役員
人事の入れ替わりが起こった。支部では，それ以
前の経営陣を「旧体制｣.，以後のそれを噺体制
と呼んでいる。
日常的には経営監視を行ない，危機が顕在化し

た場合には経営責任追及による経営闘争へと発展
する，こうしたＢ支部の運動路線の基礎となって
いるものは何であろうか。Ｂ支部役員は次のよう
に語る。
「この会社は規模も小さく，自己資本も少ない
など，経営基盤が弱い。この弱さからくる『経
営に対する不信』が労働者のな力斗こある。ここか
ら，経営への介入ではなく，経営監視によって
労働条件を守ろう，という考えが，末端の組合
員に至るまで一致してあった。しかもこれが一
過性のことではない。」
Ｂ支部の歴史を見ると，1962年にも，経営側に

対して「体質改善要求」が出され，取締役の交替
が行なわれているほか，ほとんど常時，経営体質
が運動上の問題として取りあげられている。さらに
1947年,組合か結成され当時の総同盟に加盟し
た年に，うち続く賃金遅配に対して生産管理闘争
を行なっており，「こうしたことの歴史的影響も
底流にあるのではないか。」と言われる。
ここで,B支部の活動が，経営問題にかかわっ

ている度合いを，いわゆる「経営権_'０３との関係
で明らかにしておかなければならない。Ｂ支部執
行部は，経営監視が「経営参加」や「経営介入」
から区別されるものであることを強調している。
「経営計画，人事異動などについて組合案をつ
きつけるといったところまでは踏みこんでいな

い。経営の結果としてあらわれた現象面をとら
えて，あるべき姿について考えを言う。そして
飽くまで『労働条件を守る。』という視点から，
本来の経営のあり方を追及する。こうした視点
からの発言だから，会社側には反論の余地がな
い｡」
そして，高率で闘争方針を確立し，時には厳し

い闘争をも行なってきた歴史を背景とした労使関
係ゆえに，こうした発言にも「重みがある。」と
いう。したがって,B支部による経営監視は，労
働協約を基礎とした労使関係の形成によって，労
使協議や団体交渉を通じて，労働条件の維持・向
上をはかり，労働条件の低下に対しては経営責任
を追及する，という範囲で行なわれている《二とが
わかる。

（４）組織運営の特徴一支部役員の資質，
および執行部と職場との意思疎通

ここでは，上述のような活動を支えているＢ支
部の組織の特徴について検討しよう。支部の役員
委員は，執行部を構成する役員と，職場委員とか
らなる。執行部は，委員長，副委員長書記長と，
５名の執行委員，１名の書記の，計９名からなる。
職場委員は，２２ある職場区から１名ずつ選出され
る。一つの職場区は30名を限度とされている。
Ｂ社における労使の力関係について，支部の委

員長は，「労使対等，う°ラスァルファ，い‘くらか
労働側優位」という評価を下している。この力関
係を裏づける組織の面での事情としては，次の二
点が挙げられる。まず，経営側には会社役員をは
じめとして各ポストを占める人物に変化が大きい
のに対して，支部執行部では役員が数期以上にわ
たって再選され在任する期間が長いという,ことで
ある。つぎに，支部の規模が大きすぎないために，
「まとまりやすく，小廻りがきく」ので，結束を
得やすいことである。たとえば，８６年７月に定期
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大会がほぼ全員参加で行なわれ，年間の運動方針
が全員賛成で可決されたことは措くとして，８６年
度に秋闘，春闘，一時金などをめぐって計五回，
開催された臨時大会の出席率は，平均84.9％であ
り，また春闘，秋闘のスト権は，それぞれ総投票
数の93.9％，８８．９％の賛成によって確立されてい
る。そこで以下では，執行部を構成する役員の資
質と，執行部と職場の組合員との間の関係につい
て検討を加える。
Ｂ支部執行部を構成する９名の出身職種は，６

名が現業，３名が事務である。役員の任期は規約
によると２ケ年で，再任を妨げない，とある。実
際に在任している期間は長く，委員長の役員歴は
20数年に及ぶのを始め，１０年前後の役員歴をもつ
者も少なくない。選挙規定では，役員の各ポスト
ごとに３名以上の候補者を立て，候補者が３名に
満たない場合は予備選挙により各ポストごと３名
ずつ候補者を立てるよう定められている。
すでに見てきたように,B支部では，頻度の高

い労使間の協議を主とする意思疎通によって，企
業経営の細部にも目の及んだ監視の活動が行なわ
れている。そうした活動を遂行するには，組合業
務の経験を積むことによって得られる企業経営の
実際の動きについての知識と，経営機能の担い手
をも含む会社内の人々との意思疎通を可能とする
人間関係そしてそれらを活動に結びつけていく
ための職場の組合員からの安定した支持，これら
ｶﾖ要求される。以上は執行部的熟練とも呼びうる
ものである。在任期間が相対的に長いことは，こ
うした資質が形成される条件となっている。
かかる資質の形成過程はいかなるものだろうか。
Ｂ支部役員は，支部において組合業務を遂行する
ためのスペシャリスト的な技能といったものは無
い，として，役員に選出される基準はむしろ「こ
の人なら安易な妥協はしないだろう。」という，
人柄と経験への信頼ではないか，としている。さ

らに，後継者の養成について次のような考えを持
っている。
「組合幹部は，学校で教室のなかで勉強するよ
うな教育や訓練によって養成されるものではな
い。新役員に対しては，はじめに，『一歩外に
出れば支部の代表だ。支部の体面をけがさない
ようにふるまえ。』とだけ言うことにしている。
そして組合業務を行なっていくなかで，自ずと
経験を身につけ，自分の仕事に関係のある本力ｉ
あれば関係のあるところだけでも見るなどして，
育っていくものである。」
日常の組合業務の経験を通じて，多様かつ非定

型的で予測困難な状況変化にも対応しうるような
組織運営の能力を養成することが，執行部的熟練
の形成過程であると言えよう。
次に，執行部と職場の組合員との間の関係につ
いて見よう。以上から理解されるように,B支部
の活動は，経験の長い執行部の指導性を生かして
雇用と労働条件の危機，ひいては生活の危機に対
応していくという方向性をもっている。それゆえ
に，個々の状況の変化に即応した情勢の判断や戦
略的な意思決定が日常的に執行部に委ねられる傾
向がある。このことと対応して，支部の末端組織
である職場区ごとに職場固有の問題について独自
に活動が組織されることは無い。職場討議は，年
間の運動方針の作成，闘争時に要求を集約する際，
闘争の過程，終結の際などに行なわれ，年間10回
ほど行なわれる。通常，執行委員が職場討議に加
わることはないが，秋闘時に，執行部と職場との
意思疎通のために「職場対話」あるいは「対話集
会」という位置づけのもとに執行委員を加えて行
なわれることもある。
しかし,B支部における執行部と職場との意思

疎通は，組織・機関を動かし職場委員を通じて行
なう公式的な径路によるよりも，執行部を担って
いる個々の役員と，職場の組合員との間の，日常
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とされる。むしろ，世話役活動は，職場の組合員
に対する支部役員による日常的，非公式的な接触
を通じての情報収集ないし意思疎通のなかから果
たされている。
以上のように,B支部では，比較的長期間にわ

たって組合業務の経験を積んだ役員によって，日
常的な職場の組合員との意思疎通か行なわれてい
る。これによって，闘争方針が高率で確立される
こと，また情勢によっては厳しい実力行使をとも
なう長期の闘争がたたかいぬかれることにあらわ
れるような，支部組織としての結束が可能となっ
ていると見てよいだろう。企業経営の危機が顕在
化している状況下では，支部による労働条件規制
は，労働条件そのものが無に帰することを意味す
る雇用問題に対してもまた対応していかなければ
ならない。ここで､は，そのような性格をもつＢ支
部の経営監視による企業再建の活動をささえてい
る，支部組織のあり方に検討を加えてみた。

的，非公式的な個人的接触による直接的な径路に
よるほうが，より重要性を持っているように見う
けられる。ここでは，そのことを示す例として，
苦情処理と世話役活動について見よう。
Ｂ社とＢ支部間の労働協約では,作業条件,人事

の取扱いなどについて組合員から申し立てられた
苦情を取り扱う機関として，職場苦情処理委員会
が定められている。しかし，これは実態としては
条文のみであって機能していない。公式の苦情処
理機関ではあるが，苦情を「会社に対して」，具
体的には｢総務部長又は職場課長に｣申し立て
るものであるからと見られる。いま，人事異動の
例を挙げよう。Ｂ支部は人事異動について労使協
議のなかで取り扱っている。支店への配転，出向
については，会社は本人の意思に反することは行
なわないのが原則となっている。しかし，特に配
転出向に付帯する条件に関して本人の同意が得
られていないままで行なわれることがあり，こう
した場合に本人が直接，支部の事務所に話を持ち
こむことがしばしばあるという。
支部として対応する世話役活動としては，高利

貸（俗にいうサラリーマン金融）からの借金の元
利が膨れあがって返済困難になった労働者の例を
挙げる。こうした問題は現代日本の労働組合に
しばしば持ちこまれるものであり,B支部でも時
々見られる。月々の返済すべき金額が月収に匹敵
するほどになるため，支部が間に入って，労働金
庫に負債を肩がわりさせるといった処置がとられ
る。Ｂ支部の場合には，職場での会話をはじめ日
常の雑談などのなかでわずかに語られたものが執
行部に伝わってくるという。必ずしも職場委員を
通じてではなく，執行委員を通じて，直接に執行部
へ情報や相談がくる。支部役員によれば，「これ
くらいの規模の会社だから，どこからか伝わって
くるものだ。」と言われる。一般にＢ支部では，
職場委員が世話役活動を行なうことは見られない

Ⅳ 総 括
一全国金属における支部組織の

機能について
本稿では，全国金属の支部による労働条件規制
と，それを支える支部組織の機能について，検討
してきた。その際全国金属の中堅支部として位
置づけられるＡ支部とＢ支部という二つの事例を
取りあげた。両支部においては，いずれも，支部
組織による労働条件に対する規制が，実際に効力
を有していると判断できる。しかし同時に，その
組織運営のなされ方，活動の進められ方に関して
は，対照的といってもよい相違点が認められる。
Ａ支部では，高い頻度で行なわれる職場討議を軸
に職場活動を通じて職場の組合員の自発性を引き
出していくことに，組織運営の主眼のひと．つが置
かれている。Ｂ支部では，執行部の安定した指導
性のもとに，支部組織の結束力によって経営側へ
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の強い抵抗が組織されている。いずれの支部でも，
執行部と職場との意思疎通は密であるが,A支部
では職場の労働者集団から職場選出の委員（「代
議員」）を通じての径路に,B支部では執行部の
担い手と職場の労働者との直接的な接触という径
路に，主として依っている。
こうした相違点は，何によってあらわれるのだ

ろうか。ここでは三点ほど指摘したい。第一に，
企業経営の状況が異なるために，組合活動が当面
のあいだ追及するものが相違していることである。
Ａ社は，７８年に経常利益が黒字に転じたのちは順
調な経営状況を示し，そのなかで84年には増資を
行なっている。このような状況下における労働条
件規制は，労働強化による労働条件の切り下げへ
の抵抗に重きをおくものとなる。Ｂ社の業績につ
いては既に前節で見た通りである。そこでは，経
営危機によってもたらされる労働条件の悪化や雇
用問題発生の危険に対処していくことを迫られる
から，執行部の指導性と支部組織の機動性が求め
られる。以上のように，組合組織の活動のあり方
が，企業経営の状況によって何らかの規定をうけ
るのは，全国金属のように産業別単一組織として
の規約をもつ組織であっても，個々の組合員の労
働条件に対して直接に作用を及ぼす労使関係が，
一企業の経営者と支部との間のそれであるという

ことの故であろう。
両支部の間に相違をもたらす第二の要因は，職

場の労働者の質，および彼らがつくりだしている
職場内の社会関係の違いである。Ａ社は情報通信
設備などのための機器や電子部品を製造するため
の機器などを製造し，また工数管理にコンピュー
タが導入されているなど，技術進歩の流れの上で
は先進的な部分に属する。Ｂ社もまた，航空計器
という最先端部門に属する製品を製造している。
しかもＡ社,B社とも，他社との競争において優
位に立ちうるような独自の技術を有する。しかし，

｜

’ 生産の技術的なあり方に強く規定される，労働者
の技能と，その習得のなされ方に関連する職場内
で℃D労働者間の関係には，明確に異なるものがある。
Ａ支部の労働者は比較的に平準化された技能序列
をもつのに対して,B支部の労働者は多種類の製
品，多様な工程ごとに小人数の集団をなし，その
各々の内部に技能序列を有する形になっている。
第三には，両支部の組合史的背景が大きく異な
っている。Ａ支部は，既に見たように，組織分裂
から青年労働者層の主導性による統一へ，という
経緯を経ている。そしてこの間，熾烈な組織攻撃
を受けたことが組合史に記されている。これに対
してＢ支部は，1947年に結成，６２年にユニオン・
ショップ条項を有する現行の労働協約を締結し，
組織内部の矛盾を経験した時期があったにせよ，
今日に至っている。
以上のような原因によって，両支部の間には組

織運営と活動の方向とについて相違が見られる。
しかし，執行部と職場の組合員との間に高密度の意
思疎通が保たれ，それによって職場の組合員から
執行部に支持が与えられ，かつ執行部による組合
員の組織への掌握がなされていることは共通して
いる側。
かつて，1960年代後半から1970年代にかけて，全
国金属の拠点となる主要な支部に対して組織攻撃
力功ﾕけられたことから,産業別単一組織としての実質
的な機能のあり方と,支部の日常的な組織運営のあ
り方について議論されたことかあった。この組織攻撃
は，ひとつには60年代後半以降の大規模な企業合併
にともなう産業再編のなかで全国金属の支部に対し
て行なわれたもの，もうひとつは性産性向上運動
の導入や,全国金属に敵対的なインフォーマル･グル
ブの活動を通じて行なわれたものであり，いずれも拠
点となるべき支部の喪失や組織実勢の後退を招くも
のであった。こうした組織攻撃をうけた原即一つと
して,組織運営のあり方に関するものとしては,日常の
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料収集を行なった。本稿に示された事実認識は，そ
の成果の一部分に依拠している。調査の当該部分に
関しては，1986年８月まで全国金属書記長の任にお
られた平沢栄一氏をはじめ,A支部書記長Ｎ氏,B
支部執行委員長Ｉ氏ほか，全国金属の組合員である
労働者の皆さんから，甚大なご協力をいただいた。
心から謝意を表する。ただし，本稿の記述のすべて
について，その責任は筆者一人にある。また，本稿
に盛りこめなかった調査の成果は，今後に執筆する
諸論文に遂次生かしていく予定である。
(2)全国金属の産對ll機能については，『賃金と社会
保障』1976年１月上旬号の「全国金属の研究l,お
よび井上雅雄「全国金属」（東京都立労働研究所
『中小企業分野における産業別労働組合｣|1983年）
に詳しい。また，筆者も別槁を準備中である‘Ⅲ

(3)全国金属『1986年度版･全国金属の旗のもとに』，
特に所載の「全国金属労働組合規約」および「全国
金属組織のあらまし」。また，機関紙『全国金属』
各号，機関誌『月刊・金属労働資料』各号に掲載さ
れる統計表，全国金属『組織名簿』1986年などによ
る。さらに聞きとりによる。

（４）注(3)に同じ。
(5)地区協議会・教宣常任委員会『支部紹介』1986年
度版，ほか。
(6)A支部については，支部役員と職場労働者数名と
からの聞きとり，および以下の文書資料による。
「支部規約・諸規定」，「1986年度･定期大会議案
書」，「同。資料集」，機関誌『あかつき』（第５０
号，1984年)，『あかつき』（統一2咽年記念特集
号，1985年)，『統一３周年記念・闘いの記録』
（1968年)，職場討議資料「8暗闘一フリー討議
に向けて」，同「86春闘一要求案と闘争体制の確
立について」，同「86春闘における賃上げ配分の具
体的な考え方」，その他。また，労使協定「昭和6’
年度賃金の改定および夏季一時金等に関する協定割。
(7)A社については，工場見学時における管理職から

職場における組合機能が十分ではなく，組織とし
ての活動が大会や委員会などの機関運営中心とな
り，しかもそれが代議制によることが多くなる傾
向のあったこと，その結果組合があたかも賃上
げのための会社の一機関であるかのような実態も
ありがちだったこと，これが指摘されている。そ
して，職場の組合員と執行部との意思疎通が確保
されるべく，支部組織のあり方について提言がな
された。「職場にとりでを」という全国金属のス
ローガンは，こうした反省と議論を背景として出
てきたものである鯛。
さらに，７０年代なかば以降，日本資本主義が低

成長局面に移行するにともなって，「減量経営」
のための大幅な人員削減，さらには企業倒産によ
る全員解雇が多発し，全国金属としての対応が必
要とされるに至った。もとより，多くの中小企業
労働者を組合員として抱える全国金属は，ほとん
ど恒常的にこうした問題を経験してきた。しかし，
近年における失業率の高さがかつてないほどのも
のとなっていることにもうかがえるように，停滞
の長期化とそれが労働者の生活に及ぼす作用には，
明らかに深刻なものがある。このような状況のな
かで，全国金属では，一方には，倒産企業におけ
る運動が，他方には，労働条件の大幅切り下げや
人員削減が行なわれる前に抵抗闘争を組織できる
ようにすべく「企業・経営問題」への取りくみが，
広く見られるようになっている００°これらは，あ
らわれ方の違いはあれ，本質としては労働組合組
織による労働条件への規制に他ならない。本稿で
は，こうした規制に実効性を与えるような労働組
合組織のあり方を，全国金属の支部の事例にてら
して考察してみた。

注
(1)筆者は，1986年に,全国金属の中央本部，地方本
部，諸支部に対して，個人単独で聞きとり，文書資
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の聞きとり，および次の文書資料によっている。
Ａ社「有価証券報告書」昭柵1年，『ダイヤモンド
会社職員録』1985年版，ほか。
(8)A支部組合員の属性と労働条件については，地区
協議会．調査部長会議『労働条件実態調査』1986年，
および聞きとりによる。

(9)前掲「1986年度･定期大会議案書・資料集」によ
る。本稿筆者の私見によれば，職場ごとの要員要求
で新規採用者を求めることは，労働強化に対する抵
抗闘争であるのみならず，全社会的な労働市場に対
して，小さいとはいえ影響を与えようとするもので
あり，企業の枠をこえた合理化反対運動として注目
に値する。

uO)こうした賃金体系のなかでも，「資格給」として
学歴別の格差をつけざるを得ないのは，現在の日本
社会全体の構造による規定を受けるがゆえのことで
あろう。

01)B支部については，支部役員からの聞きとり，お
よび以下の文書資料による。
「支部規約・諸規定」，「労働協約」，「第"亘l・
定期大会議案書」（1985年），「第51回・定期大会
議案害」（1986年)，機関誌『あゆみ』（組合結成
３０周年記念号,1977年)，「あゆみ』（組合結成３５

周年記念号,1982年)，機関紙『Ｂ支部労報』各号，
職場討議資料｢86春闘終結に向けて」，「秋闘ニュ
ース」（1986年），ほか。

Ｂ社については，「営業報告書」（1986年)，陰
社案内」などによる。
また，労働者の属性と労働条件については,注(8)
と同じ資料にもよる。

さらに，詳しい工場見学を行なった。
(1別以上の78年春闘の経過と，その間に労使のあいだ
で交わされた協定書，覚書，質問害，回答書，その
他諸文書の全文が，1978年の「定期大会議案書」に
掲載されており，筆者はその複写の提供をうけた。

(13）経営権とは，法学上の穏健な通説にしたがえば，
独自の法概念ではなく，所有権の一つの作用とし
て，その範囲で認められるものである。一般に
は，労働組合による労働条件規制が人事や経営計画
などに関する事柄について経営側の利害と大きく対
立するような時，経営側が「経営権」を主張して強
硬な態度に出ること力堆々にしてある。

04）近年，労働組合運動の組合員に対する影響力と，
Qcサークルなど会社主導の職場内小集団活動が労
働者に対して及ぼす影響力との間の関係が，しばし
ば議論されている。ここで事実のみ示せば,A支部
役員は「Qcサークルが行なわれているが，影響力
が無いので黙認している。」と語り,B支部役員に
よれば「旧体制のときにTQCを華々しくやったが，
新体制になってからは費用がかかりすぎるのでやっ
ていない。」という。（「旧体制」，「新体制」に
ついては本文を参照のこと。）

05)全国金属史編纂委員会編『全国金属三十年史』労
働旬報社，1977年。

０６）全国金属『倒産・首切りになったらどうしたらよ
いか』1979年,全国金属『企業・経営問題の手引き』
1984無総評全金大阪く更生法交流会>編著『倒産
労働運動』柘植書房，1987年。
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